
別表A 妊娠期から復職後までの支援・手続きフロー

妊娠期 出産・産後期 育休期 復職後

報
告
・
連
絡
・
実
施
事
項

事業所

対象者

産前・産後休業

出産
42日間 56日間

育児休業※

子が1歳に達するまで
1歳

1歳6か月まで

◎育児休業終了前、復職時の就業
条件等について確認連絡

●就業条件の確認 ●復職のため
の準備

◎必要書類の連絡

●育児休業の申出

※原則として、育児休
業開始予定日の1か
月前まで可能

◎育児休業の対象となるかを確認のうえ
対象者へ連絡（必要書類の連絡）

●書類の提出●書類の提出

●産前休業の申出

※出産予定日を含め
42日前～取得可能

◎必要な措置を講じる

【手続き等】

事業所
・

対象者

●復職後の制度利用の申出
・短時間勤務
・所定外労働の制限等
（時間外／深夜／休日）

●◎《面談》妊娠報告後
体調面で配慮が必要なことや産休までの業務
引き継ぎについて話し合いましょう

●◎《面談》休業2か月前
産休・育休中の予定や復職後の就業
イメージについて話し合いましょう

●◎《面談》復職1～2か月前
復職に向けて、就労条件や担当
業務について話し合いましょう

●◎《面談》復職2か月後
配慮してほしいことや今後の働き
方について話し合いましょう

定期的に連絡を取り、状況を把
握しましょう

●◎《定期連絡》休業中

◎必要な措置を講じる

●書類の提出

フロー図の見方
●:対象者が行うこと
◎;事業所が行うこと

面
談
等

復
職
へ

●妊娠の報告

●医師等から通勤緩和や休憩等の
指導を受けた場合「母健連絡カー
ド」で指導内容を事業主に伝える

別表Bの①参照

※保育所に入所できない等の場合、最
長1歳6か月まで育休を取得すること
ができる。

休業制度

妊娠期の
の支援

社会保険
（健保・厚年）

（
公
）
妊
娠
・
出
産
・
育
児
支
援
制
度

（
被
保
険
者
の
み
）

出産期
の支援

育児期
の支援

保
険 労働保険

（雇用・労災）

母子健康手帳・妊婦健康診査助成券の交付

●市区町村へ申請し、「母子健康手帳」および「妊婦健診助
成券」を受領

・給料が0円の場合には、個人ならびに企業の保険料負担なし

要支払期間（特に免除等なし）

【市区町村】

要支払期間（特に免除等なし）

免除期間（産前・産後休業・育児休業中）
・提出書類：産前産後休業取得者申出書・育児休業等取得者申出書

出産育児一時金

出産手当金

●書類を提出
（・被扶養者（子）追加：事業所へ）

・出産育児一時金：理美けんぽへ
・出産手当金：事業所へ

【配偶者加入の健保または理美けんぽ】 ◎必要な申請書類の連絡

育児休業給付金

【ハローワーク】

・一定の要件を満たすと、
育休開始から給付金が支
給される制度

●書類を事業所へ提出

保育所入所●保育所等の申し込み
・申込方法等については、各市区町村へ問い合わせ。

◎必要な申請書類の連絡

※生後2ヶ月頃に関連書類
が届く。

別表Bの②参照 別表Bの⑥参照 別表Bの⑧参照

別表Bの④参照

別表Bの⑤参照 別表Bの⑦参照

保険証の交付別表Bの③参照

【理美けんぽ】

【理美けんぽ】

乳幼児医療証・児童手当
●保険証の交付を受け
た後、すみやかに市
区町村へ申請。「乳
幼児医療証」を受領
する。「児童手当」
も同時申請。

乳幼児予防接種

【市区町村】


